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手
話
は
言
語
で
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
啓
発
し
て
い
く
の
か

外
国
籍
の
方
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
深
谷
に
、
方
針
や
計
画
を

Q
指
導
監
督
基
準
以
下
の
施
設
も
保
育
の
受
け
皿
と
の
考
え
か

可
能
性
と
し
て
は
指
導
監
督
基
準
以
下
も
あ
り
得
る

A

ふ
か
や
市
議
会
だ
よ
り（
第
　
号　

平
成
28
年　

月　

日
発
行
）

手
話
へ
の
理
解
が
深
ま
る
よ
う
広
報
等
で
啓
発
を
進
め
て
い
く

現
時
点
で
作
る
予
定
は
な
い
。
今
後
の
外
国
籍
住
民
の
状
況
で

田た
ぐ
ち口　

英ひ
で
お夫

鈴す
ず
き木　

三み
つ
お男

佐さ

く

ま

久
間　

奈な

な々

Q　

第
５
次
障
害
者
プ
ラ
ン
策
定
後
の
障

害
者
福
祉
施
策
の
取
り
組
み
状
況
は
。

A　

「
誰
も
が
地
域
の
一
員
と
し
て
自
分

ら
し
く
暮
ら
せ
る
共
生
の
ま
ち　
ふ
か
や｣

を
基
本
理
念
に
、
毎
年
度
、
評
価
と
改
善

を
行
い
、
障
害
福
祉
施
策
の
充
実
に
努
め

て
い
く
。

Q　

市
民
に
対
し
て
、
障
害
者
を
理
解
し

て
も
ら
う
活
動
、
啓
発
は
ど
の
よ
う
に
行

っ
て
い
る
か
。

A　

障
害
者
理
解
促
進
の
研
修
や
福
祉
健

康
ま
つ
り
等
の
催
し
の
機
会
を
設
け
、
障

害
へ
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
え
る
よ
う
啓

発
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

Q　

聴
覚
障
害
者
に
は
、
手
話
が
意
思
疎

通
の
重
要
な
手
段
だ
が
、
手
話
の
普
及
啓

発
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
。

A　

手
話
を
学
び
、
聴
覚
障
害
に
つ
い
て

の
知
識
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
、

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
や
手
話
通
訳
者
養

成
講
座
を
行
い
、
聴
覚
障
害
者
へ
の
理
解

促
進
、
手
話
通
訳
が
で
き
る
人
材
の
育
成

に
努
め
て
い
る
。

Q　

障
害
者
基
本
法
の
中
で
も
、
手
話
は

言
語
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
聴
覚
障
害

Q　

外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
拡
大
で
、

今
後
も
外
国
籍
の
方
の
増
加
が
見
込
ま
れ

る
が
、
国
籍
な
ど
の
現
状
は
ど
う
か
。

A　

市
の
外
国
籍
住
民
の
登
録
者
数
は
、

２
８
４
４
人
で
、
１
・
98
％
。
国
籍
や
在

留
資
格
は
一
覧
表
の
と
お
り
。

Q　

在
留
外
国
人
に
対
す
る
防
災
対
策
は
。

A　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
防
災
に
関
す

る
情
報
を
、
英
語
、
中
国
語
、
ハ
ン
グ
ル
、

ス
ペ
イ
ン
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
掲
載
し

て
い
る
。
今
後
は
、
転
入
す
る
外
国
人
に
、

防
災
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
付
す
る
。

Q　

外
国
人
に
対
す
る
「
や
さ
し
い
日
本

語
」
の
普
及
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

A　

病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
急
を
要
す
る
時

に
大
事
な
こ
と
で
、
「
わ
か
り
や
す
い
日

本
語
」
の
普
及
は
、
少
し
日
本
語
の
わ
か

る
外
国
人
の
方
と
の
意
思
疎
通
の
手
段
と

し
て
有
効
で
あ
る
。
医
療
現
場
で
、
少
し

ず
つ
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
る
。

Q　

日
本
語
の
わ
か
ら
な
い
子
ど
も
た
ち

へ
の
対
応
は
ど
う
か
。

A　

市
内
の
保
育
園
に
は
、
公
立
・
私
立

で
33
名
の
外
国
籍
の
園
児
が
い
る
が
、
日

本
語
の
わ
か
ら
な
い
保
護
者
は
い
な
い
。

Q　

認
可
外
保
育
施
設
で
の
死
亡
事
故
の

発
生
率
は
、
認
可
保
育
施
設
の
26
倍
で
あ

る
。
そ
し
て
死
亡
事
故
を
起
こ
し
て
い
る

の
は
指
導
監
督
基
準
以
下
の
施
設
が
多
い
。

指
導
監
督
基
準
と
は
、
劣
悪
な
施
設
を
排

除
す
る
た
め
国
が
定
め
た
基
準
で
あ
る
。

こ
の
指
導
監
督
基
準
以
下
の
施
設
も
５
年

間
は
、
無
償
化
の
対
象
と
な
る
が
、
市
の

条
例
で
制
限
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
深
谷

市
は
条
例
で
基
準
を
定
め
な
い
と
の
こ
と

だ
が
、
保
育
の
受
け
皿
と
し
て
指
導
監
督

基
準
以
下
の
施
設
も
あ
り
得
る
と
の
考
え

な
の
か
。

A　

届
出
制
度
な
の
で
指
導
監
督
基
準
以

下
の
施
設
で
の
保
育
も
あ
り
得
る
が
、
市

内
に
は
指
導
監
督
基
準
以
下
の
施
設
は
な

い
。
無
償
化
は
子
育
て
世
代
の
負
担
軽
減

で
あ
り
、
市
の
条
例
で
定
め
る
こ
と
は
保

育
を
必
要
と
し
て
い
る
方
へ
の
支
援
を
制

限
す
る
と
の
考
え
で
あ
る
。

ー
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
業
で
の
保
育
の
安
全
は
ー

Q　

こ
れ
ま
で
国
の
説
明
で
は
、
フ
ァ
ミ

サ
ポ
は
高
度
な
専
門
性
を
必
要
と
せ
ず
、

者
の
方
も
、
い
ろ
い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
に
参

加
す
る
際
、
わ
ざ
わ
ざ
聞
こ
え
な
い
人
の

席
を
決
め
る
の
で
は
な
く
、
自
由
に
行
っ

て
、
好
き
な
と
こ
ろ
に
座
り
、
自
由
に
聞

き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
手
話
は
言
語
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
当
た
り
前
に
受
け
入

れ
て
く
れ
る
社
会
の
実
現
の
た
め
に
、
ど

の
よ
う
に
啓
発
し
て
い
る
か
。

A　

手
話
は
言
語
で
あ
る
と
い
う
認
識
に

基
づ
き
、
手
話
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
る

よ
う
、
今
後
も
広
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

活
用
し
て
、
啓
発
を
進
め
て
い
く
。

市
内
の
外
国
籍
の
子
ど
も
は
、
小
学
校
に

１
１
０
名
、
中
学
校
に
62
名
、
合
計
で
１

７
２
名
16
カ
国
で
、
日
本
語
指
導
が
必
要

な
児
童
・
生
徒
は
１
０
３
名
い
る
。
日
本

語
指
導
加
配
教
員
が
県
費
３
名
、
市
費
で

８
名
い
る
。
授
業
中
の
支
援
や
別
教
室
で

個
別
の
指
導
を
し
て
い
る
。
日
本
語
の
わ

か
ら
な
い
保
護
者
に
は
、
通
知
等
を
教
員

が
母
国
語
に
翻
訳
し
対
応
し
て
い
る
。

Q　

今
後
も
外
国
籍
の
方
が
増
加
す
る
。

多
文
化
共
生
推
進
の
基
本
方
針
や
計
画
は
。

A　

現
時
点
で
は
、
策
定
予
定
は
な
い
。

一
時
的
な
預
か
り
で
あ
り
、
常
態
的
な
保

育
の
代
替
で
は
な
い
と
し
て
き
た
。
し
か

し
今
回
無
償
化
の
対
象
と
な
る
。
フ
ァ
ミ

サ
ポ
は
明
確
な
安
全
基
準
が
な
く
、
大
阪

府
八
尾
市
で
は
乳
児
の
死
亡
事
故
も
起
き

て
い
る
。
フ
ァ
ミ
サ
ポ
で
の
預
か
り
保
育

の
安
全
は
ど
の
よ
う
に
保
障
さ
れ
る
の
か
。

A　

安
全
に
預
か
る
た
め
の
研
修
受
講
を

必
須
と
し
て
い
る
。

Q　

フ
ァ
ミ
サ
ポ
で
の
研
修
の
時
間
数
は
。

A　

３
時
間
半
で
あ
る
。

カ

スマホは
こちらから

スマホは
こちらから

スマホは
こちらから

固
定
価
格
買
取
制
度
期
間
終
了
後
の
対
応
は

買
い
取
り
単
価
を
決
定
・
発
表
し
、
準
備
を
進
め
て
い
る

茂も
て
ぎ木　

一い
ち
ろ
う郎

Q　

固
定
価
格
買
取
制
度
期
間
満
了
後
の

「
ふ
か
や
e
パ
ワ
ー
」
の
買
取
価
格
は
。

A　

買
い
取
り
だ
け
は
１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア

ワ
ー
８
・
６
円
。
電
力
供
給
契
約
も
す
る

と
１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ
ー
８
・
８
円
。

Q　

深
谷
市
太
陽
光
発
電
施
設
の
設
置
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
要
旨
は
。

A　

平
成
30
年
12
月
25
日
よ
り
関
係
法
令

に
基
づ
い
た
事
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
太
陽

光
発
電
施
設
計
画
届
出
書
を
求
め
て
い
る
。

Q　

太
陽
光
パ
ネ
ル
に
は
ど
ん
な
有
害
物

質
が
含
ま
れ
て
い
る
か
。

A　

鉛
・
セ
レ
ン
・
カ
ド
ミ
ウ
ム
な
ど
が

含
ま
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

Q　

市
内
で
太
陽
光
発
電
に
関
す
る
大
き

な
事
故
は
あ
っ
た
か
。

A　

な
か
っ
た
。

Q　

一
般
家
庭
用
の
太
陽
光
パ
ネ
ル
の
廃

棄
費
用
は
ど
の
く
ら
い
か
。

A　

廃
棄
費
用
は
設
置
費
用
の
５
％
程
度

と
言
わ
れ
て
い
る
。
設
置
費
用
が
３
０
０

万
円
だ
と
す
る
と
15
万
円
程
度
で
あ
る
。

Q　

浄
化
セ
ン
タ
ー
の
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
の

発
電
量
と
売
電
金
額
及
び
廃
棄
費
用
は
。

A　

発
電
量
は
、
年
間
２
０
７
万
キ
ロ
ワ

ッ
ト
ア
ワ
ー
、
売
電
金
額
は
、
７
７
０
０

万
円
程
度
で
あ
り
、
廃
棄
費
用
は
、
２
１

５
０
万
円
程
度
で
あ
る
。

Q　

発
電
事
業
終
了
後
の
廃
棄
対
策
は
。

A　

事
業
終
了
後
パ
ネ
ル
を
放
置
さ
れ
る

懸
念
や
不
法
投
棄
さ
れ
る
懸
念
が
あ
る
た

め
、
廃
棄
費
用
の
積
み
立
て
を
義
務
化
し

て
い
る
が
、
実
施
す
る
業
者
が
少
な
い
こ

と
か
ら
国
は
廃
棄
費
用
の
積
み
立
て
を
担

保
す
る
制
度
を
検
討
し
て
い
る
。

浄化センターのメガソーラー

スマホは
こちらから


